
「健幸のまち」宣言
特定健康診査の集団健診を行いますお知らせ

１月１日（祝）より開始
日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度お知らせ

日高市ファミリーサポートセンター協力会員講習会お知らせ

期日 時間 内容
２月14日（月） 午前９時～午後３時 事業説明、子どもの世話等
２月21日（月） 午前９時30分～午後４時 子どもの遊び、簡単おやつ作り等

２月28日（月） 午前９時～正午
普通救命救急講習
※既に会員となっている人も受講
できます（単一受講可）。

※２月14日（月）・21日（月）は昼休憩があります。昼食は各自でご用意ください。
※都合により、全ての講習会に参加できない場合はご相談ください。

広 告 病院や施設へのお迎え24H受付 ☎0120-7676-82 【安置室完備】お葬式の洗心堂広 告 お葬式のご依頼・事前相談・お見積りはこちら ☎0120-7676-82 お葬式の洗心堂 1213

宣誓の要件
◆パートナーシップの宣誓を行うとき
〇一方または双方が性的少数者であること
〇成年に達していること
〇双方が日高市民であること
　（３か月以内の転入予定の人も含む）
〇配偶者がいないこと
〇他の人とパートナーシップにないこと
〇�お互いが近親者でないこと

◆ファミリーシップの宣誓を行うとき
〇�パートナーシップにある人の一方または双方の子
（実子または養子）を含めた近親者であること
〇�パートナーシップにある人の一方または双方がフ
ァミリーシップ対象の人と生計が同一であること
※要件に合致するか不明な場合は、個別にご相談く
ださい。

「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」ってなに？
　パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し
あって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的少数者である２人が、市長
に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領書や宣誓書受領カードを交
付する制度です。また、ファミリーシップ宣誓制度により、パートナーシップの宣誓
をする人に子ども等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができ
ます。

日時　３月３日（木）　午前
※申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。
場所　保健相談センター
対�象　市国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下
の人

※肺がん・結核健診および大腸がん検診は、年度内に１人
１回受診できます。本年度、40歳になる人は、誕生日以
降からがん検診が受けられます。
人数　80人
費用　無料
申し込み　１月４日（火）以降に、電話で下記へ
問い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

　市では、市制施行30周年を迎え、一人一人が健康づくりに取り組み、地
域の人と人とのふれあいの中で、健康を実感できるまちを目指し、「健幸の
まち」宣言を行いました。その宣言の一つに、“自分のからだを知り、生活
習慣を改善して、病気を予防します”とあります。
　特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の予防や早期発見のため、メタボ
リックシンドロームに着目した健康診断です。「健幸のまち」宣言の一環と
して、特定健診の集団健診を追加実施します。集団健診では、肺がん・結核
検診および大腸がん検診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。
受診した人には会場で粗品を差し上げます。
　年度末になると、医療機関が大変混みあいますので、早めに受診しましょう。

後期高齢者医療制度に
加入している人へ

　後期高齢者医療制度に加入している人
も、健康診査と肺がん・結核健診および
大腸がん検診を同時に受診できます。
　実施の日時、場所、申し込み等は、特
定健診と同様です。
問い合わせ　
　�保険年金課国民年金・医療費担当
　（１階④番窓口）

場所　総合福祉センター「高麗の郷」
対�象　市内在住の心身共に健康で、子育て援助活動
に理解がある人

人数　10人（申し込み順）
費用　無料
持ち物　筆記用具、最終日は印鑑（朱肉を使うもの）

　この制度は、相続など法律上の効果が生じるものではなく、宣誓したことが戸籍などに記載されるこ
ともありませんが、宣誓した２人がパートナーまたは家族として扱われ、安心して生き生きと暮らせる
社会を作ることを目的に施行するものです。
　また、この制度が性的少数者の困難を軽減し、性の多様性への理解が進む一助と
なることを期待するものでもあります。
　市では、今後も、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。

申�し込み　２月７日（月）までに、電話または直接下
記へ

問�い合わせ　
　�日高市ファミリーサポートセンター（日高市社会
福祉協議会内）

　☎985－9100
問い合わせ　
　総務課人権推進・市民活動担当　　 �link@city.hidaka.lg.jp

必要な書類
〇�婚姻をしていないことが確認できる書類（戸籍謄本、独身証明書など）
〇�本人確認ができるもの（マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など）
〇�子ども等との関係および生計が同一であることが確認できる書類（ファミリーシップ宣誓の場合）

　ファミリーサポートセンター（通称ファミサポ）では、地域で子育てのお手伝いをしてくれる人を募集して
います。全ての講習を受けると「協力会員」として登録することができます。

手続きの流れ

必ず２人そろってお越しください。個室を用意します。宣誓

後日、宣誓書受領書（Ａ４サイズ）
を１部、受領カードを１部ずつお
渡しします。ご希望があれば、フ
ァミリーシップ対象の人にも受領
カードをお渡しします。

宣誓書受領書、
受領カードの交付

宣誓を希望する日の７日前までに電話またはメールで下記へ宣誓日時の事前予約
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